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民法・不動産登記法部会資料 ４２ 

 

 

遺産の管理と遺産分割に関する見直し 

 

第１ 一定期間経過後の遺産分割 

１ 法定相続分等による分割（具体的相続分による遺産分割の時的限界） 

遺産分割がされないまま長期間が経過した場合の遺産分割に関し、次のような規律

を設けることで、どうか。 

遺産の分割の請求が相続開始の時から１０年を経過した後にあった場合には、家庭

裁判所は、民法第９０３条から第９０４条の２までの規定にかかわらず、同法第９０

０条から第９０２条までの規定による相続分（法定相続分又は指定相続分）に応じて

遺産を分割しなければならない。 

 

（補足説明） 

部会資料３１（第１の１）と同じである。第１４回会議では、特段の反対意見はなかっ

た。 

 

２ 分割手続 

(1) 基本的な手続 

前記１の期間経過後も、遺産の分割は、民法第９０６条以下の規定に従い遺産分

割の手続をとらなければならないとの現行法の規律を維持することで、どうか。 

 

（補足説明） 

部会資料３１（第１の２(1)）と同じである。第１４回会議では、特段の反対意見はなか

った。 

 

(2) 通常の共有と遺産共有が併存している場合の特則 

一つの物につき通常の共有と遺産共有が併存している場合に関し、共有関係を同

一の手続で一括して解消する方法として、次の案について、どのように考えるか。 

財産が数人の相続人及び相続人以外の者の共有に属する場合において、当該財産

について民法第２５８条第１項（民法第２６４条において準用する場合を含む。）

の規定による請求があったときは、裁判所は、当該請求に係る訴訟において、相続

人間の分割もすることができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限

りではない。 
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① 相続の開始から１０年を経過していないとき 

② 遺産の分割の審判事件又は調停事件が係属する場合において、相続人が当該請

求に係る訴訟において相続人間の分割をすることに異議の申出をしたとき 

 

（補足説明） 

１ 前回までの議論 

部会資料３１（第１の２(2)）では、通常の共有と遺産共有が併存している場合に関し、

①共有物分割手続の中で一括して処理する甲案、②家庭裁判所において共有物分割手続

と遺産分割手続を一個の審理手続で処理する乙案、③現行法の規律を維持する丙案を提

案したところ、一回的解決を図る観点から甲案を支持する意見はあったが、乙案を支持

する意見はなかった。また、処理が複雑になること等から丙案でもやむを得ない旨の指

摘もあった。 

２ 提案の内容 

(1) 現在の理解を前提とすると、具体的相続分の割合がどのようなものであるとしても、

共同相続人は、法定相続分（又は指定相続分）の割合に応じて、遺産に属する個々の

財産に共有持分権を有している。 

例えば、Ａ及びＢが各２分の１の持分を有する共有状態の土地がある場合に、Ｂが

死亡し、Ｃ及びＤが各２分の１の法定相続分で相続したときは、その具体的相続分の

割合に関係なく、当該土地につき、Ａが２分の１の持分を、Ｃ及びＤが各４分の１の

持分をそれぞれ有していることになる。 

そして、上記のとおりの共有状態にあるので、理論上は、Ｃ及びＤ間の共有持分の

分割も含めて、Ａ、Ｃ、Ｄの間で共有物分割をすることができるように思われる。仮

にその分割が実施されたとすると、遺産分割前に遺産が処分された場合（民法第９０

６条の２第１項参照）と同様の法律関係になると考えられる（第１４回会議では、相

続人が個々の遺産に有する持分を他の相続人が取得することの法的性質につき議論が

され、これは相続分の取得ではなく、通常持分の取得ではないかとの指摘があったが、

この指摘は、これらの考え方と基本的に同一ではないかと解される。）。すなわち、

共有物分割後は、共有物分割の対象は遺産分割の対象から除外され、遺産分割は、残

存する他の遺産についてのみ行われることとなると解される（遺産分割は、遺産分割

時に現存する遺産を分割するものである。ただし、共同相続人全員の同意があれば、

当該処分された共有持分が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことがで

きるのは、民法第９０６条の２第１項のとおりである。）。 

もっとも、遺産分割は、遺産全体の価値を総合的に把握し、これを相続人の具体的

相続分の割合に応じ民法第９０６条の所定の基準に従って分割することを目的とする

ものであるところ、共有物分割の対象が遺産分割の対象から除外され、現存する他の

遺産の価額が特定の相続人について具体的相続分により算出される価額を下回ると、

その相続人は、結局、具体的相続分の割合による分割を得ることができなくなる。ま

た、共有物分割においては、民法第９０６条が適用されず、基本的に、遺産全体を総

合的に把握して、分配するといったこともできないし、配偶者居住権の設定もできな

い。 
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最判昭和５０年１１月７日民集２９巻１０号１５２５頁は、「共同相続人の有する

遺産分割上の権利」との表現を用い、その権利を害さないために、共有物分割におい

て相続人間の分割をすることを否定するが、そこでいう遺産分割上の権利とは、こう

いった具体的相続分による分割や、民法第９０６条による分割等を受けることができ

る権利であると思われる。 

(2) しかし、事案によっては、共有物分割の中で、相続人間の分割を実施した方が、当

該共有物に関する帰属が迅速に定まり、相続人にとっても便宜であるケースもある。

例えば、通常共有と遺産共有が併存している共有物について、協議によらずに、相続

人の１人がその共有物の全部を取得するには、共有物分割と遺産分割の手続の双方を

経なければならないが、共有物分割の中で一回的に解決する方が簡便なケースがある。 

共同相続人の有する前記の遺産分割上の権利を不当に害するべきではないし、遺産

分割協議等をするには一定の期間を要するのが通常であることからすると、遺産分割

ではなく共有物分割の中で相続人間の持分の分割をすることは直ちに認めるべきでは

ないと考えられる。他方で、遺産分割上の権利を長年にわたって行使しておらず、共

有物分割の請求がされても特に遺産分割上の権利を行使しないようなケースでは、相

続人は、その共有物に関しては遺産分割上の権利を行使する意思に乏しいと評価でき、

共有物分割を先行して実施しても、相続人を不当に害することにはならないように思

われる。 

(3) 以上を踏まえ、本資料では、相続開始時から長期間を経過し（その期間は、前記第

１を参考に、相続開始時から１０年としている。）、かつ、共有物分割請求がされた

後にも遺産分割の申立てをせず、また、遺産分割の申立てがあっても、共有物分割に

よる処理に異議の申出をせず、遺産分割上の権利を行使しないときは、裁判所は、共

有物の分割を命ずる判決において、相続人間の分割もすることができる(この場合、民

法第９０６条も配偶者居住権に関する規定も適用されない。）こととしている。 

なお、このような要件を立てることで、遺産分割手続と共有物分割手続との役割分

担等も明確になると思われる。 

３ 相続開始時から１０年の経過を要件としない案について 

本文の提案は、相続開始時から１０年を経過したことをその要件として要求している。

もっとも、別の案としては、相続人が異議の申出をしないのであれば、当該共有物に関

しては遺産分割上の権利を放棄したとみなし、１０年が経過するかどうかに関係なく、

共有物分割の中で相続人間の分割もすることができるとすることも考えられる。共有関

係を一回的に解消することを可及的に優先するのであれば、この案も考えられる。 

他方で、この案に関しては、仮に、異議の申出の前提として遺産分割の審判事件又は

調停事件の係属を求める場合には、第三者が共有物分割請求をすると、一定の期間が経

過することと関係なく、相続人は遺産分割の申立てを事実上強制されることになるとの

問題がある。また、遺産分割の審判事件又は調停事件の係属とは関係なく、単に異議の

申出があれば、相続人間の分割はできないとするのであれば、前記の問題は生じないが、

これについては、異議の申出（その実質は、相続人間の共有関係については、共有物分

割ではなく、遺産分割によって解消すべきとする意思表明であると解される。）がされ

たにもかかわらず、遺産分割の申立てがされないまま放置されることになるおそれが生
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ずるとの問題があるとも思われる。 

いずれにしても、遺産分割に関しては、一定の期間（相続開始時から１０年）は、そ

れを実施すべき期間として確保すべきであるとの立場をとるのであれば、相続開始時か

ら１０年の経過をその要件として要求すべきということになると思われる。 

なお、上記のこととも関連するが、積極的に相続人全員が共有物分割の中で分割をし

たいと希望するケースもあると思われ、この場合については本文等とは別に１０年の経

過に関係なく共有物分割の中で分割することを可能とする手当てをすることも考えられ

る。 

４ 他に検討すべき論点 

本文②のとおり、一定の手続を踏むと、共有物分割訴訟において相続人間の分割をす

ることができなくなるとした場合に、事案によっては、当該訴訟の中で相続人間の分割

もすることを前提に審理が進められていたが、弁論の終結間際に異議の申出がされ、そ

れまでの審理に無駄が生ずる事態も起こり得ると考えられる。また、共有物分割訴訟に

おいて異議が出されるか否かが不明なまま審理が継続され、遺産分割手続において遺産

の範囲が確定しないという事態も想定される。これらを防止するために、例えば、法律

上異議の申出期間を定めることや、裁判所が異議の申出期限を設定することができるよ

うにすることも考えられる。 

また、共有物分割訴訟と遺産分割調停・審判において判断の齟齬が生じないようにす

るために、家庭裁判所が遺産分割の手続において同訴訟の係属の有無及び結果、異議の

申出期限等を把握するための方策について、引き続き検討する必要がある。 

 

３ 不動産の所在等不明共有者の持分の取得 

遺産の中に不動産がある場合の所在等不明相続人の不動産の持分の取得につき、次

の案をとることで、どうか。 

不動産が数人の相続人の共有に属する場合における相続人の共有持分についても、

他の共有者（相続人を含む。）は不動産の通常共有において所在等不明共有者の持分

を他の共有者が取得する方法（部会資料第４１の第２）により取得することができる。

ただし、相続開始時から１０年を経過するまでは、この限りではない。 

 

（補足説明） 

１ 持分取得の法的性質等 

部会資料３１（第１の３）では、遺産の中に不動産がある場合の所在等不明相続人の

不動産の持分の取得に関し、相続人が他の相続人の持分を取得した際に、その後に行う

べき分割方法は、通常の共有物分割であるのか、それとも遺産分割であるのかについて

検討していたところ、第１４回会議では、遺産分割ではなく、共有物分割ではないかと

の指摘があった。 

前記２の補足説明のとおり、現在の理解を前提とすると、具体的相続分の割合がどの

ようなものであるとしても、共同相続人は、法定相続分（又は指定相続分）の割合に応

じて個々の遺産に共有持分権を有し、相続人は、第三者に対し、この共有持分を譲渡す

ることができる（最判昭和５０年１１月７日民集２９巻１０号１５２５頁参照）。そし
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て、このことは、譲渡の相手方が第三者ではなく他の相続人であっても、否定されるも

のではないと解される。 

このように、相続人が自己の共有持分権を他の相続人に譲渡することができるのであ

れば、不動産の通常共有において所在等不明共有者の持分を他の共有者が取得する方法

（部会資料４１の第２。なお、同資料では、所在等不明共有者以外の共有者がいる場合

についてもその全員の同意を持分取得の要件としては要求しないこと等を提案してい

る。）を、相続人の共有持分権についても利用することができる（所在等不明共有者に

関する共有の規定を適用する）と解される（相続財産の共有は、民法第２４９条以下に

規定する共有とその性質を異にするものではないとする最判昭和３０年５月３１日民集

９巻６号７９３頁参照。）。 

また、実際上も、不動産の持分を集約すべき必要性等は、その持分の取得の原因が相

続であるかどうかにかかわりなく、認められると解される。 

そこで、本資料では、相続人の持分についても、原則として、所在等不明共有者の持

分の取得の仕組みを利用することができる（所在等不明共有者に関する規定を適用する）

ことを提案している（その結果、管轄裁判所は、通常の共有持分の取得の裁判を管轄す

る裁判所と同じになると思われる。）。 

２ 適用除外 

遺産共有状態の不動産について、持分取得の制度を利用した場合には、請求をした相

続人（共有者）は、所在等不明相続人の共有持分権を取得し、他方で、所在等不明相続

人は、その共有持分に相当する賠償金請求権を取得する。そして、相続人が、自己の共

有持分権を他者に譲渡した場合と同様に、この取得の対象となった持分権は、遺産分割

の対象から除外されることとなると解される。 

もっとも、このように解すると、通常の共有と遺産共有が併存している場合の特則と

して共有物分割を利用する場合と同様に、当該共有持分権については相続人の遺産分割

上の権利が失われることになる。今回の仕組みでは、公告を実施するなどして、所在等

不明相続人（所在等不明共有者）や他の相続人（共有者）に一定の手続保障をすること

としているものの、遺産分割協議等をするには一定の期間を要するのが通常であること

からすると、相続人に不動産の持分を喪失させ、その持分を遺産分割の対象から除外す

る結果を認めるには、相続開始から一定の期間が経過しており、遺産分割上の権利を長

年にわたって行使していない状況でなければならないと考えられる。 

以上を踏まえ、本資料では、所在等不明共有者の持分の取得の仕組みによる相続人の

共有持分権の取得は、相続開始時から長期間を経過している（第１の１を参考に、その

期間を１０年としている。）場合に限り、認めることを提案している。 

３ 通常の共有と遺産共有とが併存しているケースの処理 

(1) 本資料で検討している仕組みは、相続人が法定相続分（又は指定相続分）の割合に

応じて個々の遺産に共有持分権を有することを前提に、その共有持分権の取得を認め

るものであり、相続分の取得を認めるものではない。そのため、通常の共有と遺産共

有とでは、違いはない（ただし、対象となる持分が遺産共有持分である場合には、相

続開始から１０年の経過を要することについては、前述のとおり。）。また、通常の

共有と遺産共有とが併存しているケース（以下「併存ケース」という。）であっても、
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基本的な枠組みは、通常の共有のケースや遺産共有のケースと違いはなく、併存ケー

スに特有の問題は生じない（管轄裁判所が同じであることは、前記のとおりである。）。 

例えば、Ａ及びＢが各２分の１の持分を有する共有状態の土地がある場合に、Ｂが

死亡し、Ｃ及びＤが各２分の１の法定相続分で相続し、Ｃが所在不明であるときは、

Ｃ及びＤの具体的相続分の割合に関係なく、Ａが２分の１の持分を、Ｃ及びＤが各４

分の１の持分をそれぞれ有していることを前提に、相続開始から１０年を経過すれば、

Ａ又はＤが、今回の仕組みを用いてＣの持分を取得することができることになる。 

(2) 前記(1)では、相続人の共有持分権を他の相続人又は通常共有者が取得することにつ

いて検討したが、併存ケースでは、相続人の１人が通常共有者の共有持分権を取得す

ることについても問題となる。 

部会資料３１（第１の３(4)ウ）では、相続人の１人が通常共有者の共有持分権を

取得するには、相続開始時から１０年を経過することを要することについて検討して

いた。もっとも、相続人の１人も共有持分権を有しており、通常共有者については遺

産分割上の権利が問題とならないので、相続開始時から１０年を経過する前であって

も、相続人の１人は、この仕組みを利用することができるとすることが考えられる。 

これを肯定すると、例えば、Ａ及びＢが各２分の１の持分を有する共有状態の土地

がある場合に、Ｂが死亡し、Ｃ及びＤが各２分の１の法定相続分で相続し、Ａが所在

不明であるときは、Ｃ及びＤの具体的相続分の割合に関係なく、Ａが２分の１の持分

を、Ｃ及びＤが各４分の１の持分をそれぞれ有していることを前提に、Ｃ又はＤが、

相続開始時から１０年を経過する前に、今回の仕組みを用いてＡの持分を取得するこ

とができることになる。 

 

４ 所在等不明相続人がいる場合の不動産の譲渡 

所在等不明相続人がいる場合における不動産の譲渡につき、次の案をとることで、

どうか。 

不動産が数人の相続人の共有に属する場合においても、他の共有者（相続人を含

む。）は、不動産の通常共有において所在等不明共有者がいる場合における不動産の

譲渡の方法（部会資料４１の第３）により、不動産を売却することができる。ただし、

相続開始時から１０年を経過するまでは、この限りではない。 

 

（補足説明） 

不動産の持分の取得と同様の理由から、本文のとおり提案している。 

 

５ 例外規定等 

第１の１の規律に例外等を設けることに関し、次の案について、どのように考える

か。 

相続開始の時から１０年を経過する前６箇月以内の間に、（遺産の分割を禁止する

定めがあることその他）やむを得ない事由のため遺産の分割の請求をすることができ

ない相続人がある場合において、その事由が消滅した時から６箇月を経過する前に、

その相続人が遺産の分割の請求をしたときには、前記１の規律は、適用しない。 
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（補足説明） 

１ 例外規定 

部会資料３１（第１の５）では、やむを得ない事由がある場合には、前記１の規律の

例外を設けることについて検討することを提案していた。具体的には、期間経過前に遺

産分割の申立てをすることができなかったことについてやむを得ない事由がある場合に

は、具体的相続分による分割を求めることができるとする甲案、価額の支払を請求する

ことができるとする乙案、例外を設けないとする丙案について、検討することを提案し

た。 

第１４回会議では、甲案又は乙案を支持する意見があったが、丙案を支持する意見は、

特になかった。 

改めて検討すると、乙案をとった場合には、法定相続分による遺産分割手続が進行し

つつ、他方で、地方裁判所等で価額の支払請求訴訟が進行することになるが、このよう

なことは、実際上は同一の紛争を別々に審理しなければならないことになり、妥当では

ないとの意見も考えられる。 

そこで、本資料では、甲案を中心に検討することを提案している。 

２ 遺産分割期間経過後に相続人となった者の取扱い 

部会資料３１（第１の６）では、前記１の期間経過後に相続人となった者は、具体的

相続分による価額の支払請求権を有するとすることを提案していた。 

もっとも、この考えによると、前記と同様に、法定相続分による遺産分割手続が進行

しつつ、他方で、地方裁判所等で価額の支払請求訴訟が進行することになる。 

そのため、前記のとおり、やむを得ない事由がある場合には具体的相続分による分割

を認めるのであれば、同様に、この場合にも具体的相続分による分割を認める（やむを

得ない事由の一つとする）ことが考えられる。 

３ 遺産の分割の禁止等 

後記のとおり、遺産の分割の禁止の期間については、一定の整理をすることとしてい

るが、後記の提案によっても、遺産の分割が禁止されているために、相続開始の時から

１０年を経過する前に遺産分割の請求をすることができないという事態が生じ得る（遺

産分割禁止の定めがあることは、遺産分割の申立ての却下事由になると思われる。）。 

そこで、遺産の分割の禁止等があることは、やむを得ない事由の一つとすることが考

えられる。 

４ ６箇月の猶予期間を設けることについて 

一定の事由により期間経過による権利等の消滅を猶予するものとしては、現行民法上

は、時効の完成猶予制度（民法第１５８条以下参照）がある。本文では、この制度を参

考に、期間経過前６箇月以内に遺産分割の申立てをすることができなかったことについ

てやむを得ない事由があった相続人がある場合に、そのやむを得ない事由が消滅した時

から６箇月を経過する前にその相続人が遺産分割の申立てをしたときには、前記１の規

律は適用しないこととして、申立ての準備期間として少なくとも６か月間確保すること

を検討することとしている。 

５ その他 
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第１４回会議では、例えば、当事者の合意により具体的相続分による遺産分割をする

権利を留保することができないのか検討すべきとの指摘があった。 

遺産分割手続では、職権探知主義がとられているものの、そもそも、遺産分割は相続

人間の合意によってすることができる性質のものであるので、相続開始後１０年が経過

した後に遺産分割の申立てがされ、その開始した遺産分割の手続の中で、当事者が具体

的相続分による遺産分割を実施するとの合意をすれば、裁判所は、その合意に沿って遺

産分割をすることになると解される。 

他方で、相続開始後１０年を経過するまでに遺産分割の申立てがなくとも、その後の

分割は具体的相続分によりするとの約定に法的な効果を認めることは、結局、相続開始

から１０年を経過した後も遺産共有の状態を保持することを実質的に保障するものであ

ると解されるが、そのようなことを認めることは、遺産分割禁止期間を相続開始後１０

年間に限られることとし、遺産共有状態を維持することを保障する期間を区切ることと

実質的に矛盾しないのかが問題になるように思われるし、具体的相続分による分割に期

限を設けた趣旨と矛盾するのではないかとの指摘も考えられる。 

そのため、本資料では、そのような合意による権利留保を明記することは提案してい

ない。 

 

６ その他（遺産分割の申立ての取下げ等） 

遺産分割の申立ての取下げに関し、次のような規律を設けることで、どうか。 

遺産分割調停及び遺産分割審判の申立ての取下げは、相続開始の後１０年を経過し

た後は、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 

 

（補足説明） 

１ 取下げの制限等 

部会資料３１では、例えば、相続開始から１０年を経過する直前に遺産分割の申立て

の取下げがされると、他の相続人がそのことを知らないまま申立ての取下げの効力が生

じ、改めて期間内に申立てをする時間もなく、具体的相続分による遺産分割が実質的に

制限されるという不当な結果を招くことから、遺産分割の申立ては、一律、相手方の同

意がない限り、これを取り下げることができないとすることを提案していたが、第１４

回会議では、他の方法をとることも考えられるのではないかとの指摘があった。 

相続開始後１０年を経過した後は、基本的には、具体的相続分による遺産分割の制限

が問題となるため、一律に、相手方の同意を得なければ、効力を生じないとして、他の

相続人の利益を害さないようにすることが簡明であると思われる。他方で、相続開始後

１０年経過前は、基本的には、そのような制限が問題とならないため、そのような規律

は改めて設けないこととすることが考えられる。また、前記で記載した相続開始から１

０年を経過する直前に遺産分割の申立ての取下げがされた例外的な事案については、相

続開始後１０年を経過する前にやむを得ない事由によって申立てをすることができなか

ったものとして処理をすることで対応することが考えられる。 

以上を踏まえ、本文のとおり提案している。 

２ 遺産分割事件の中止 
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第１４回会議では、遺産分割の前提問題に関する訴訟が係属しているときには、遺産

分割事件の中止をすることができるとの規律を検討すべきとの指摘があったが、家事事

件手続法を制定する過程で同種の案の採用が見送られたとの経緯もあるので、その必要

性や相当性については慎重に検討していく必要があると思われる。 

 

第２ 遺産分割禁止期間 

１ 遺産分割禁止の審判 

遺産分割禁止期間の終期を明示する等の観点から、民法第９０７条第３項を①のと

おり改正するとともに、②及び③の規定を新設することで、どうか。 

① 民法第９０７条第２項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所

は、５年を超えない期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ず

ることができる。 

② 家庭裁判所は、５年を超えない期間を定めて①の期間を更新することができる。 

③ ①及び②による禁止の効力は、相続開始の時から１０年を超えることができない。 

 

（補足説明） 

部会資料３１（第２の１）と同じである。第１４回会議では、特段の反対意見はなかっ

た。 

 

２ 遺産分割禁止特約 

遺産分割禁止期間の終期を明示する等の観点から、次の規定を新設することで、ど

うか。 

① 共同相続人は、５年を超えない期間内は遺産の分割をしない旨の契約をすること

ができる。② ①の契約については、５年を超えない期間を定めて①の期間を更新

することができる。 

③ ①及び②による禁止の効力は、相続開始の時から１０年を超えることができない。 

 

（補足説明） 

部会資料３１（第２の２）と同じである。第１４回会議では、特段の反対意見はなかっ

た。 

 

第３ 遺産共有と共有の規律 

遺産共有に関し、次のとおりとすることで、どうか。 

① 遺産共有にも、特別の定めがない限り、共有物の管理行為、共有物の管理に関する

手続、共有物を利用する者と他の共有者の関係等、共有物の管理に関する行為につい

ての同意取得の方法及び共有物の管理者の規律（部会資料４０、４１参照）をそのま

ま適用する。 

② 遺産共有に関し、持分の価格の過半数で決する事項については、その持分は法定相

続分(相続分の指定があるときは、指定相続分)を基準とする。 
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（補足説明） 

部会資料３１（第３）と基本的に同じである。第１４回会議では、特段の反対意見はな

かった。ただし、遺産共有に特別の規定があれば、そちらが優先して適用されることにな

ることを明記している（例えば、共有物を利用する者と他の共有者の関係等においては、

部会資料４０の第１の４のとおり善管注意義務を課すこととされているが、民法第９１８

条第１項はこれに対する特別の規定と位置付けられると解される。）。 

 

第４ 共同相続人による取得時効 

共同相続人による取得時効に関しては、新たな規律を設けないものとすることで、ど

うか。 

 

（補足説明） 

部会資料３１（第４）では、共同相続人が遺産に属する物を占有していたとしても、原

則として取得時効が成立しないことを前提に、例外的に取得時効が認められる場合につき

規律を設けることを提案していたが、第１４回会議では、賛否両論の意見があった。 

共同相続人が遺産に属する物を占有していた場合には、原則として取得時効が成立せず、

他方で、一定の事由があるときは、例外的に取得時効が成立するという大きな枠組みにつ

いては、部会で特段の意見の違いはないと解されるが、相続人がいることが判明している

が所在が不明なケースにまで取得時効を認めるのかなどについては、なお意見が分かれて

いる。 

また、いずれにしても、特に新たな規律を設けなくとも、占有の開始時点の事情によっ

ては所有の意思が認められるし、占有の開始後の事情によっては民法第１８５条の規定に

よって占有の性質の変更が認められる（そのような解釈に当たっては、これまでの検討が

参考になるように思われる。例えば、対価を得て相続人が事実上相続放棄をしているケー

スについては、持分の譲渡をしていると認定し、民法第１８５条の規定により占有の性質

の変更がされていると見ることにより、現行法の解釈で試案と同様の結論を得ることも不

可能ではないと考えられる。）。 

さらに、遺産分割や検討中の持分の取得等に関する手続をとらなくても単独所有権を取

得することができるとのメッセージを与えることになることや、例外的に取得時効を認め

るための要件を明確にすることにはおのずから限界があり、結局は、事案ごとの総合的な

判断に委ねるほかないことには変わりがないこと等を理由に、新たな規律を設けることに

慎重又は反対する意見にも相応の理由があると考えられる。 

以上を踏まえ、今後とも、取得時効の成否は、事案ごとの適切な事実認定等に委ねるこ

ととし、本資料では、特に規律を設けないものとすることを提案している。 

 

 


